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九頭竜川水系の今後の河川整備
について

福井河川国道事務所

【直轄管理区間】

平成１６年１２月２２日

2

資料の構成

(資料－１)
はじめに
1.河川及び流域の概要
2.治水と利水の歴史
3.現状と課題
(資料－２)
4.河川整備の目標・実施内容
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3.1治水・防災の現状と課題
3.1.1危機管理

情報の発信、提供

・事前情報・・・浸水想定区域の指定、
　　　　　　　　　　洪水氾濫シミュレー
ション公表等
・出水時情報・・・洪水予報、水防警
報、水文情報のリアルタイム提供等

(第２３回委員会、参考資料－４、７ｐ)

4

水防法の改正

東海豪雨(H12.9.11)における教訓
・中小河川での洪水予報の実施
・地下空間における浸水への対応
・水害の危険性、避難情報の周知

1.洪水予報河川の拡充(知事が行う洪水予報)
2.浸水想定区域の公表等
3.円滑かつ迅速な避難の確保を図るための措置
4.地下空間に対する的確な洪水予報の伝達

反映(H13.7.3法改正)
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•事前情報・・・浸水想定区域の指定

根拠法；水防法
指定；平成１４年３月１５日(官報告示)
通知；流域内１市８町(当時)
閲覧；国、県、市町役場
今後；各市町の防災計画に反映、
　　　　ハザードマップ等により住民周知

6

浸水想定区域指定図
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事前情報(洪水氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)

http://www.fukui-moc.go.jp/

8

事前情報(洪水氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)

http://www.fukui-moc.go.jp/
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洪水予報
洪水予報の種類

『洪水注意報』
　洪水によって災害が起こる恐れがある場合に、その旨を注意し
て行う予報で、基準観測所の水位が警戒水位を越え、さらに上昇
する恐れがあるときに気象台と協議して発表します。
　ここで、警戒水位とは、「水害に備えて警戒に当たるための指標
となる水位」。

『洪水警報』
　洪水によって重大な災害が起こる恐れがある場合に、その旨を
警告して行う予報で、基準観測所の水位が危険水位程度もしくは
危険水位を越える洪水となる恐れがあるときに気象台と協議して
発表します。
　ここで、危険水位とは「洪水時に提内地への氾濫等の恐れが生
じる水位」で、洪水により破堤等の災害の起きる恐れのある水位を
示し、堤防の状況や河道の流下能力を総合的に勘案して設定さ
れます。

10

洪水予報

深谷(基準観測所)

中角(基準観測所)

洪水予報実施区間(九頭竜川)

洪
水

予
報

実
施

区
間

(日
野

川
)
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洪水予報
洪水予報の伝達

福井河川国道事務所 福井地方気象台協議

福井県河川課

福井県消防防災課

JR西日本旅客鉄道・北陸電力・関西電力・西
日本電信電話・NHK福井放送局・福井放送・

福井テレビ・福井新聞社・日刊県民福井・朝日
新聞福井総局・中日新聞福井支社・福井FM
放送・敬服バス・えちぜん鉄道・日本気象協会

福井県警察本部

市町村及び
各地区消防隊本部

12

水防警報(種類及び発令の基準)

九頭竜川・北川水防警報実施要領より九頭竜川関係を抜粋

九　頭　竜　川　流　域九　頭　竜　川　流　域

　地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。　地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。

水防活動上必要な水文状況を通知する。水防活動上必要な水文状況を通知する。水防情報水防情報適　　　宜適　　　宜

水防作業の必要なしと推定したとき。水防作業の必要なしと推定したとき。解除解除第四段階第四段階

水防団員の出動に関するもので上流の雨量状況により警戒水位を突破水防団員の出動に関するもので上流の雨量状況により警戒水位を突破
し、なお上昇すると推定したとき。し、なお上昇すると推定したとき。出動出動第三段階第三段階

水防資材の点検、水門等の開閉準備、水防要員の召集準備、幹部の出水防資材の点検、水門等の開閉準備、水防要員の召集準備、幹部の出
動等に関するもので気象予報及び上流の雨量状況により指定水位を突動等に関するもので気象予報及び上流の雨量状況により指定水位を突
破し、なお上昇すると推定したとき。破し、なお上昇すると推定したとき。

準備準備第二段階第二段階

気象予報及び上流の雨量状況等を考慮して水防作業が必要と推定し、気象予報及び上流の雨量状況等を考慮して水防作業が必要と推定し、
要員を待機させるとき。要員を待機させるとき。待機待機第一段階第一段階

内　　　　　　　　　容内　　　　　　　　　容
警報の種類警報の種類階　　　級階　　　級
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水防警報(発表の時期)

水位が警戒水位以下になり水防作業を必要としなくなったとき水位が警戒水位以下になり水防作業を必要としなくなったとき解除解除

警戒水位を越すと予想される２時間前警戒水位を越すと予想される２時間前警戒水位を越すと予想される２時間前警戒水位を越すと予想される２時間前準備準備

警戒水位を突破すると予想される１時警戒水位を突破すると予想される１時
間前間前

警戒水位を突破すると予想される１時警戒水位を突破すると予想される１時
間前間前出動出動

深　　　　谷深　　　　谷中　　　　　　角中　　　　　　角

指定水位を越え、警戒水位を越えると指定水位を越え、警戒水位を越えると
予想される４予想される４時間前時間前

指定水位を越え、警戒水位を越えると指定水位を越え、警戒水位を越えると
予想される４予想される４時間前時間前待機待機

適　　　　　　　　　　　　　　宜適　　　　　　　　　　　　　　宜

九　頭　竜　川九　頭　竜　川 日　野　川日　野　川

水防情報水防情報

　地震による堤防の漏水、沈下又は津波が発生したとき　地震による堤防の漏水、沈下又は津波が発生したとき

警報の種類警報の種類

九頭竜川・北川水防警報実施要領より九頭竜川関係を抜粋

（注）　但し、待機・準備は省略することがある。（注）　但し、待機・準備は省略することがある。

14

水防警報

深谷

中角

水防警報実施区間(九頭竜川)

水
防

警
報

実
施

区
間

(日
野

川
)

(関係水防管理団体；永平寺町・丸岡町・
松岡町・福井市・春江町・坂井町・三国町)

(関
係

水
防

管
理

団
体

；
福

井
市

・
清

水
町

)
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水防警報

福井河川
国道事務所

福井県
水防本部

福井地方気象台

各土木事務所

各ダム管理
事務所

警察本部

危機対策
・防災課

報道機関

JR福井地域

鉄道部

水防管理者

警察署

一般住民

(出典;平成１６年度水防計画、福井県)

注;九頭竜川・日野川の場合
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洪水予報連絡会

目的

　以下の項目に掲げる通報等について、関係官公署及び
関係諸団体相互の連絡調整を図るとともに、通報等の伝
達を円滑に行い、もって洪水を防御し、かつこれにより被
害の軽減防止に資する

近畿地方整備局福井河川国道事務所と福井地方気象台
とが協力して行う九頭竜川の洪水予報

福井地方気象台が行う洪水注意報、洪水警報及び水防
に必要な気象注意報、気象情報等

福井河川国道事務所が行う水防警報
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洪水予報連絡会
組織

北陸電力㈱福井支店北陸電力㈱福井支店

関西電力㈱関西電力㈱

電気電気

ＮＴＴ西日本㈱福井支店ＮＴＴ西日本㈱福井支店通信通信

ＪＲ西日本旅客鉄道㈱福井地域鉄道部ＪＲ西日本旅客鉄道㈱福井地域鉄道部

京福バス㈱京福バス㈱

えちぜん鉄道㈱えちぜん鉄道㈱

交通交通

福井県警察本部福井県警察本部

中部管区警察局福井県情報通信部中部管区警察局福井県情報通信部

警察警察

消防本部消防本部

福井市、松岡町、三国町、丸岡町、春江町、坂井町、福井市、松岡町、三国町、丸岡町、春江町、坂井町、
清水町、小浜市、永平寺町清水町、小浜市、永平寺町

市町村市町村

河川課、危機対策の防災課、土木事務所河川課、危機対策の防災課、土木事務所福井県福井県

気象庁気象庁

国土交通省国土交通省

18

洪水予報連絡会

主な活動

　・前年の出水概要(情報交換)

　・前年の気象概要(情報交換)

　・洪水予報実施要領

　・洪水対応演習

　・直轄管理区間の重要水防箇所

　・長期予報(情報交換)

　・梅雨期の大雨(情報交換)
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•出水時情報
・・・水文情報のリアルタイム提供

20

水文情報のリアルタイム提供(水位)
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水文情報のリアルタイム提供(水位)

22

(参考)河川水質情報の提供

注)アンモニアイオン・塩素イオン・塩分濃度は測定していない
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緊急時対応

○緊急用資機材の備え・・・水防倉庫、堤防
側帯
○災害対策用機械の配備・・・排水ポンプ車、
照明車、災害対策本部車、衛星通信車
○ヘリポート、緊急時通路確保

24

緊急用資機材の備蓄

水防資材庫

ヘリポート 水防資材庫

水防資材庫

ヘリポート

土砂備蓄
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防災ステーション(福井市)

福井市

福井河川国道事務所

ヘリポート

26(第１８回委員会資料を編集加工)

堤防の強化及び土砂の備蓄等
水防活動に必要な機能等を設置
する堤防側帯

緊急復旧用
車両の通行
を確保

緊急用資機材の備え・・・堤防側帯
緊急時通路確保
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【概　要】
排水ポンプ車は、台風や大雨などの出水時において、内水排除や洪水排水作業を行う
ための車両です。
　

＜装備機器＞
（1） 搬送用トラック
　・最大積載量　　7,750kg
　・クレーン　 　　　2.9t吊り
（2） クローラ排水車
　・水中ポンプ　吐出口径 Φ350mm

　全揚程　 10m
　・総排水量　 0.75m3/sec 
　・排水距離　　 50m

☆ 排水ポンプ車（自走式、45m3/min）

写真 福井市内での内水排除作業（H16.5.17撮影)

災害対策用機械の配備・・・排水ポンプ車

28
☆照明車
（25kVA，LED標識装置付、4×4）

【概　要】
照明車は、夜間における災害復旧作業、援助
活動での安全性確保や、危険箇所の監視のた
めに、照明装置を装備した車両です。

＜装備機器＞
(1) 照明灯
　・主　灯 　 メタルハライドランプ

2kVA×4灯
　　　　　　　 全高　7,100mm 

　　　　　　　　　　　　　　　　（投光器上昇時）
　・補助灯　メタルハライドランプ

1kVA×2灯
(2) 電源設備
　・発動発電機　　　 25kVA
　・照明可能時間　約35ｈｒ
(3) LED標識装置
・1,600mm×1,440mm

写真-2 排水ポンプ車の作業支援
台風２３号の芳野川樋門にて(H16.10.20撮影)

写真-1 衛星通信車の画像送信支援
福井豪雨の足羽川堤防にて(H16.7.20撮影)

災害対策用機械の配備・・・照明車
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☆対策本部車（バス型、４×４）

【概　要】
対策本部車は、災害発生時に現場に設置して、現地対策本部としての応急対策の
指揮・連絡・広報活動などを行う本部機能を有する車両です。

＜本部機能＞

　・会議テーブル
　・UHF-BS放送受信装置TV
　・K-COSMOS
　・電源設備　発動発電機4.5kVA 
　　　　　　　　　　　（運転時間 12hr）

写真 対策本部車の全景

災害対策用機械の配備・・・災害対策本部車

30
写真-1 衛星通信による画像送信

福井豪雨の足羽川堤防にて(H16.7.20撮影)

☆衛星通信車（中型、４×４D）

【概　要】
衛星通信車は、災害等における速やかな災害復旧指示を行うために、被災地情報
の確実な送信を行うための車両です。情報送信は、災害の影響を受けにくい地上
情報通信網ではなく、通信衛星を介して行います。

＜装備機器＞
（１） 通信装置
　・衛星通信設備　 ７回線
　・FAX　　　　　　　 １局

　・準動画設備　　　１局
　・CS放送　　　　　 １局
　・マイクロ電話　　 ４局
　・無線機（VHF）　 １局
（２） その他
・発動発電機　　　 10kVA

写真 衛星通信アンテナの展開状況

災害対策用機械の配備・・・衛星通信車
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☆きんき号（ヘリコプター）

【概　要】
きんき号は、災害時における被害状況の調査、
空中指揮と監視、災害対策要員の輸送など、
さまざまな災害復旧支援作業を行うヘリコプター
です。

＜諸　元＞
・型　　　式　　 ベル412EP型
・定　　　員　　 ８名

　　　　　　　　　　（操縦士、整備士、撮影助手を含む）

・航続距離　　 約500km
・最大運用高度　6,096m

＜主要装備機器＞
　衛星通信設備映像撮影装置、
　赤外線熱画像撮影装置、　　　無線装置、
　GPS装置（７回線）、　　　　　　　FAX（１局）
　準動画設備（１局）、　　　　　　　CS放送（１局）
　マイクロ電話（４局）、　　　　　　無線機（VHF　１局）

写真 きんき号の装備

赤外線熱画像撮影装置

衛星通信設備映像撮影装置

•ヘリコプター(整備局)

32

3.4維持管理

3.4.1河川管理施設の機能保持

(第２３回委員会、参考資料－４、１８ｐ～)
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••鳴鹿大堰、光管路、水文観測施設鳴鹿大堰、光管路、水文観測施設　　

河川管理施設とは・・・

••堤防・護岸堤防・護岸

　　　　 国管理の河川延長　九頭竜川Ｌ＝３１．２ｋｍ国管理の河川延長　九頭竜川Ｌ＝３１．２ｋｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　 日日 野野 川Ｌ＝１１．０ｋｍ川Ｌ＝１１．０ｋｍ

••水閘門（水門・樋門）・排水機場水閘門（水門・樋門）・排水機場　　

　　　　 九頭竜川水系国管理１７樋門九頭竜川水系国管理１７樋門・２排水機場２排水機場

34

河川の管理

許可工作物の管理

　　　　　　　　　→河川管理者から許可を得た

　　　　 　　　　　　施設管理者（占用者）が行う

河川管理施設の管理

　　　　　　　　　→河川管理者が自ら行う
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③③　河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作　河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作

①①　　河川管理施設の点検・維持河川管理施設の点検・維持

②②　　河川管理施設の修繕河川管理施設の修繕

河川管理施設の維持管理

河川管理施設としての機能を河川管理施設としての機能を良好な状態に保つ良好な状態に保つことこと

維持管理の手段は、維持管理の手段は、

維持管理とは、維持管理とは、

36

①① 河川管理施設の点検・維持河川管理施設の点検・維持

堤防除草堤防除草

・堤防法面の崩壊等の有無を日常的に確認する目的で実施
・河川管理施設が洪水時に正常に機能するように洪水期前
　（梅雨時期）、台風期前を目途に実施

遠隔操縦式（刈り幅185cm） 遠隔操縦式（刈り幅120cm）

搭乗式 アルミ履帯式 肩掛式（人力作業）
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河川巡視河川巡視

・出水時巡視

　　　洪水時の河川状況（堤防の損傷、破堤、溢水、漏水状況）の情報を把　
　　　　　

　　　握するために実施

　堤防・護岸等に異変が生じていないか点検

　 ・平常時巡視
　　 自動車による週５日の巡視。

　　　　巡視船による水面からの巡視、月当たり約２回実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→平成１６年度は２０回予定

平常時巡視（自動車） 　平常時巡視（巡視船）

①① 河川管理施設の点検・維持河川管理施設の点検・維持

38

塵芥処理塵芥処理

　堤防等の河川環境の改善を図るために不法投棄を処理

改善改善

改善前 改善後

①① 河川管理施設の点検・維持河川管理施設の点検・維持
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②② 河川管理施設の修繕河川管理施設の修繕

堤防・護岸の修繕堤防・護岸の修繕

　・護岸の空洞化及び流水の洗掘による損傷の拡大を防止
　　　　　　　　　→破堤に繋がるため

　・堤防法尻堤脚部の保護により堤防の損傷を防止

堤防法面の緊急補修

補修補修

堤防法面空洞化による陥没 補修後

40

水閘門等の修繕水閘門等の修繕

　・水閘門等の点検等により発見された機能不全箇所を修繕
　　　　　→平成１６年度は磯部川排水機場で大規模修繕　

修繕修繕

修繕前 修繕後

狐川樋門修繕

②② 河川管理施設の修繕河川管理施設の修繕
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標識・防護柵等の設置・更新標識・防護柵等の設置・更新

　・河川利用者へ安全な河川利用を促す（注意喚起）
　・河川管理境界の明示
　・不法占用・不法投棄の防止　等

河川管理境界標識 注意看板及び進入防止柵

②② 河川管理施設の修繕河川管理施設の修繕

42

出水時における操作出水時における操作

・水閘門（樋門・水門）のゲートを閉め、九頭竜川・日野川から
　
　支川への河川水の流入を防ぐ
・樋門の全閉後、支川の河川水を九頭竜川へ排水するため
　に排水機場よりポンプ排水を行う

平成16年7月18日江端川水門操作状況

③③ 河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作
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確実な操作確保のための定期点検確実な操作確保のための定期点検

・出水期前にゲート操作を行い、動作の点検（毎年５月下旬）

・年１８回（月１回、５月から１０月の期間は月２回）のゲート　
　操作を伴う点検

③③ 河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作河川管理施設（水閘門・排水機場）の操作
　　　　　　　　　　

出水期前点検状況（志比堺第二樋門）

44

許可工作物とは・・・

　・橋　・橋

　・兼用道路（堤防道路）　・兼用道路（堤防道路）

　・樋門・樋管　・樋門・樋管

　・公園　・公園

　・田畑　　・田畑　etcetc……

　　河川法に基づき占用の許可を受けたもの

天池河川公園
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　 　571111460合計

333　43290その他（電柱、階段等）

　 591643橋梁添架（上・下水、
送電、通信等）

14104揚水機

　 321319兼用道路

　 28820橋梁

　　 10521　　 84樋門・樋管

計日野川九頭竜川許可工作物

　　九頭竜川水系における許可工作物九頭竜川水系における許可工作物
許可工作物の数（許可工作物の数（H16.3.31H16.3.31現在）現在）

46

九頭竜川（179.91ha）

公園,

28.05

畑, 18.43

田,

132.05

運動場,

0.82 牧草地,

0.56

日野川（29.54ha）

畑, 4.18

公園,

1.35

田,

23.44

運動場,

0.57

河川敷の占用状況（河川敷の占用状況（H15.12.31H15.12.31現在）現在）

　　九頭竜川水系における許可工作物九頭竜川水系における許可工作物
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　許可工作物の維持管理　許可工作物の維持管理

占用者の責任において維持管理占用者の責任において維持管理

河川管理者として河川管理者として

①　・河川管理施設等構造令に適合していない施設
　　・老朽化・破損等により補修が必要な施設

②　出水期前、大きな出水があった後

　　→　占用者に対して改善指導

　　→　許可工作物の点検指導

48

ダム・堰の管理

九頭竜ダム 真名川ダム 鳴鹿大堰

完成：昭和４３年

目的：①洪水調節

　　　　②発電

完成：昭和５４年

目的：①洪水調節

　　　　②発電

　　　　③不特定用水

完成：平成１５年

目的：①洪水調節

　　　　②上水道

　　　　③不特定用水
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ダム・堰の管理

①流水管理

②放流警報の実施

③施設管理・貯水池管理

④モニタリング

⑤情報提供

⑥水源地域の活性化対策

50

1)1)目的目的
　鳴鹿大堰点検作業は設備の偶発的損傷や、構造的損傷及び　鳴鹿大堰点検作業は設備の偶発的損傷や、構造的損傷及び
老朽的損傷などによる機能の損失を未然に防ぐため、不良部分老朽的損傷などによる機能の損失を未然に防ぐため、不良部分
を発見し、整備、修理、改修を行う。を発見し、整備、修理、改修を行う。

２２))日常点検日常点検
　鳴鹿大堰設備　鳴鹿大堰設備について、目視等による異常の有無を確認するについて、目視等による異常の有無を確認する
などの日常点検を実施している。などの日常点検を実施している。

　九頭竜川鳴鹿大堰の管理(点検)
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4)4)堰情報処理装置点検堰情報処理装置点検
　　 年点検及び年点検及び66ヶ月点検において、データ収集確認、処理機能ヶ月点検において、データ収集確認、処理機能
及び総合動作確認など、堰情報処理装置が正常に機能してい及び総合動作確認など、堰情報処理装置が正常に機能してい
るか点検を行う。るか点検を行う。

5)5)放流警報装置点検放流警報装置点検
２ヶ月おきの点検において、通信機能や警報装置などが正２ヶ月おきの点検において、通信機能や警報装置などが正

常に機能しているか点検を行う。常に機能しているか点検を行う。

3)3)鳴鹿大堰ゲート点検鳴鹿大堰ゲート点検
・年点検　　　　本体ゲートについては、予備ゲートを設置したう・年点検　　　　本体ゲートについては、予備ゲートを設置したう
　　　　　　　　　　　　　　　　えでえで、上下段扉とも全開全閉運転を実際に実施、上下段扉とも全開全閉運転を実際に実施
　　　　　　　　し、その他ゲートについても　　　　　　　　し、その他ゲートについても1010cmcm程度の開閉を行程度の開閉を行
　　　　　　　　　　　　　　　　いい正常に機能しているか点検を行う。正常に機能しているか点検を行う。
・月点検・月点検 　　　　本体ゲート及びその他ゲートについて　　　　本体ゲート及びその他ゲートについて1010cmcm程程
　　　　　　　　度の開閉を行い正常に機能しているか点検を行う。　　　　　　　　度の開閉を行い正常に機能しているか点検を行う。

52

環境学習、連携

○環境学習の拠点整備
○出前講座、環境学習の支援
○川の指導者育成講座の支援
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環境学習の拠点整備
　　　　　　　　　・・・九頭竜川資料館

54

環境学習の拠点整備
　　　　・・・九頭竜川資料館
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出前講座、環境学習の支援

•平成１６年７月５日

　　　森田小学校４年生（１４２名）　　　森田小学校４年生（１４２名）

•平成１６年８月２日

　　　勝山市立北部中学校理科クラブ（２０人）　　　勝山市立北部中学校理科クラブ（２０人）

•平成１６年８月３日

　　　福井工業高等専門学校等（６６人）　　　福井工業高等専門学校等（６６人）

•平成１６年８月１０日

　　　高志・大野地区教職員（１０人）　　　高志・大野地区教職員（１０人）

56

実施状況＜第１回＞水生生物調査　
対象）森田小学校４年生（１４２人）対象）森田小学校４年生（１４２人）

調査地点）福井市天池町先右岸調査地点）福井市天池町先右岸

調査内容）①水生生物の採取調査内容）①水生生物の採取

　　　　　　　②採取した生物の同定　　　　　　　②採取した生物の同定
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魚道見学室

魚道観察室入り口魚道見学の様子

モニター

（九頭竜川資料館内）

http://www.fukui-moc.go.jp/

58

川の指導者育成講座の支援

•福井県「川の指導者育成講座(第一期)
•日時；平成16年6月12日、13日、20日

主催；日野川流域交流会
共催；福井河川国道事務所、福井県
目的；川の危険を理解する。川の危険
から自分で身を守る。自然の受容力に
配慮するマナーや利用上のルールを提
供。技能・評価能力を身につける
場所；リトリートたくら


